
外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充（消費税・地方消費税）

免税販売の下限金額の判定に際し、「一般物品」と「消耗品」の合算が認められることで、外国人旅行者の利便性が向上し、地方も含めた
免税店数の更なる増加と外国人旅行消費のより一層の活性化を図る。

施策の背景

要望の結果

○現行では、免税販売のためには、「一般物品」と「消耗品」のそれぞれで下限額
の要件（5,000円以上）を満たす必要

一般物品
一般物品・消耗品

〈現行〉

（判別が難しい商品の例） ストッキング、電池、万年筆インク等

・「訪日外国人旅行消費額を2020年８兆円、2030年15兆円とする」
・「地方における消費税免税店数を2018年に２万店規模へと増加」

○「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成28年３月30日決定）
○「観光立国推進基本計画」（平成29年３月28日閣議決定）

免税店数の推移 三大都市圏と地方部の免税店数
(参考)「訪日外国人旅行者への実態調査」によれば、免税店を利用した外国人
旅行者のうち、約６割が「区分分けの基準がわからない」、「２つの区分ごとに購
入金額の判定を行うことを知らなかった」等と回答

○免税対象要件について、「一般物品」についても特殊包装を行う
等を条件に、「一般物品」と「消耗品」の合算を認める措置を講ずる。

・5,000円以上
・特殊包装不要
・国内使用可
・国外持ち出し

消耗品

・5,000円以上、50万円以下
・特殊包装要
・国内使用不可
・30日以内の国外持ち出し

〈追加〉

・合算で5,000円以上、50万円以下
・特殊包装要
・国内使用不可
・30日以内の国外持ち出し
〈消耗品と同じ要件〉

〈第一弾〉（2014年10月運用開始）

・一般物品に加え、消耗品も消費税の免税
対象に追加

〈第二弾〉（2015年４月運用開始）
・免税手続きの第三者への委託を可能とし、
一括カウンターの設置等

〈第三弾〉（2016年５月運用開始）
・一般物品の購入下限額引下げ
・購入者誓約書の電磁的記録による保存等

〈参考：酒税免税制度〉（2017年10月運用開始）
・免税店の許可を受けた酒類製造場における
酒類の販売について、消費税に加え酒税を
免税とする制度の創設

これまでの消費税免税制度の拡充

○他方、外国人旅行者からは、商品購入時の「一般物品」と「消耗品」の判別が
難しい等の不満の意見が多数

※現行でも一般物品と消耗品が1つの商品を構成している場合には
消耗品の販売方法によることとされている。

○また、免税店からも、「合算が認められれば外国人旅行者の『買い増し』 が
期待できる」との声も多数



1

外国人旅行者の利便性の向上及び免税店事業者の免税販売手続きの効率化を図り、外国人旅行消費のより一層の活性化と地方も含め
た免税店数の更なる増加を図る観点から、免税手続き（購入記録票の提出等）の電子化を措置する。

外国人旅行者向け免税制度における手続きの電子化（消費税・酒税・地方消費税）

施策の背景

要望の結果

○現行では、外国人旅行者は免税店において旅券に購入
記録票の貼り付け、割印を受けることが免税販売の要件 ・「訪日外国人旅行消費額を2020年８兆円、2030年15兆円とする」

・「地方における消費税免税店数を2018年に２万店規模へと増加」

○「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成28年３月30日決定）
○「観光立国推進基本計画」（平成29年３月28日閣議決定）

免税店数の推移 三大都市圏と地方部の免税店数

(参考)「訪日外国人旅行者への実態調査」によれば、免税店を
利用した外国人旅行者のうち、約７割が「購入記録票が貼られ
た結果、パスポートが分厚くなった」または「パスポートに貼付
していた購入記録票が破れた、または剥がれた」と回答

○他方、外国人旅行者からは、「購入記録票が貼られた
結果、パスポートが分厚くなった」等の声が多数

○また、免税店からも、「購入記録票をパスポートに貼付、
割印する手続きに時間がかかる」との声も多数

①現行の「購入記録票の旅券への貼付け、割印」に代え、「免税販売情報の電磁的記録
による提出」を免税販売の要件とする。

②現行の「購入記録票の税関への提出義務」を「税関での旅券の提示義務」に代える。

大量の免税購入により、
購入記録票がパスポートに
収まりきらないケース

免税販売

税関

外国人旅行者

＜手続き電子化イメージ＞

免税店

システム

①免税販売情報の電磁的記録による提出

〈第一弾〉（2014年10月運用開始）

・一般物品に加え、消耗品も消費税の免税
対象に追加

〈第二弾〉（2015年４月運用開始）

・免税手続きの第三者への委託を可能とし、
一括カウンターの設置等

〈第三弾〉（2016年５月運用開始）

・一般物品の購入下限額引下げ
・購入者誓約書の電磁的記録による保存等

〈参考：酒税免税制度〉（2017年10月運用開始）
・免税店の許可を受けた酒類製造場における
酒類の販売について、消費税に加え酒税を
免税とする制度の創設

これまでの消費税免税制度の拡充

②旅券の提示

購入記録票



次世代の観光立国実現に向けた観光促進のための国際観光旅客税（仮称）の創設

観光立国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る観点から、観光促進のための税として国際観光旅客税（仮称）を創設する。

要望の結果

背景・概要

観光促進のための税として、国際観光旅客税（仮称）を創設し、平成31年1月7日以後の出国旅客に定額・一律（1,000円）の負担を求
めることにより、高次元の観光施策のための財源を確保。
2020年訪日外国人客4,000万人目標等に向け、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、我が国の多様な魅力に関する情報の入

手の容易化及び地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験・滞在の満足度の向上に資する施策に財源を充当。

◆ 次世代の観光立国実現のための観光財源のあり方検討会「中間とりまとめ」
（抜粋）（平成29年11月９日）
訪日外国人旅行者2020年4,000万人等の目標達成に向けて、①ストレスフ
リーで快適に旅行できる環境の整備、②我が国の多様な魅力に関する情報の
入手の容易化、③地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等によ
る地域での体験・滞在の満足度向上の3つの分野に観光財源を充当する。
財源を充当する施策は、①受益と負担の関係から負担者の納得が得られるこ
と、②先進性が高く費用対効果が高い取組みであること、③地方創生をはじ
めとする我が国が直面する重要な政策課題に合致すること。

2020年訪日外国人客4,000万人目標等に向け、ストレスフリーで快適に
旅行できる環境の整備、我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易
化及び地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域
での体験・滞在の満足度の向上に資する施策に財源を充当。

財源の使途

＜現状＞

入国時の状況（那覇空港）

出国時の状況（中部空港）

定期航路ターミナル内でのCIQ待ち状況
＜概要＞

＜財源を充てる施策の一例（イメージ）＞

クルーズ船内のCIQ待ち状況

スマートセキュリティ
保安検査の円滑化

チェックイン等の
簡略化・自動化 CIQの革新

出発
departure

到着
arrival

手続・導線全体の効率化

具体例
顔認証ゲートによる審査時間の短縮

【参考】IATA（国際航空輸送協会）目標：2020年までに出発は出発ロビーから免税店エリアまで10分、到着は到機から到着ロビーまで30分

H29.10運用開始（羽田空港）

・共有自動チェックイン機（CUSS）
・共有自動手荷物預入機（CUBD)
・導線のストレス・バリアフリー化
・インライン検査型旅客手荷物処理
システム等

・最新機器（ボディスキャナ、CT等）
・検査場のリデザイン
・スマートセキュリティシステム
・中央制御型保安システム 等

・バイオカート
・顔認証技術を活用した自動化ゲート

等


